
報告第３号  

 

   専決処分について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、議会の議決により指定されている事項について次のように

専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。  

 

  令和３年１１月２４日報告  

 

白井市長   笠  井   喜  久  雄     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書  

 

 損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、議会の議決により指定されている事項につ

いて、次のように専決処分する。  

 

  令和３年１０月２５日  

 

白井市長   笠  井   喜  久  雄  

 

   損害賠償の額を定め和解することについて  

 

１  相手方   白井市在住の個人１人  

２  事故の概要  

 令和３年５月２５日午後９時５０分頃に、相手方が根３４２番

１２地先の市道１２ -００２号線を自転車で走行している際に、

道路上の穴に車輪を落としたことにより、自転車の制御ができず

付近の民家の壁面に衝突し、身体に受傷及び自転車、時計、衣類

を損傷したもの。  

３  損害賠償の額   金５５，６６８円  

４  和解の条件  

  市の過失割合を５割とし、相手方の過失割合を５割とする。  

  市は、相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金とし

て、金５５，６６８円を支払う。  

  なお、本件示談の他、市と相手方には、一切の債務債権関係が

ないことを確認する。  

 


